
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表

○
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
国
の
負
担
又
は
補
助
の
割
合
の
特
例
等
）

（
国
の
負
担
又
は
補
助
の
割
合
の
特
例
等
）

第
百
五
条

（
略
）

第
百
五
条

（
略
）

２

国
は
、
沖
縄
振
興
計
画
に
基
づ
く
事
業
の
う
ち
、
別
表
に
掲
げ
る
も
の
で
政
令
で

定
め
る
も
の
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
政
令
で
定
め
る
交
付
金
を
交
付
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
経
費
に
つ
い
て
前
項
の
規

定
を
適
用
し
た
と
す
る
な
ら
ば
国
が
負
担
し
、
又
は
補
助
す
る
こ
と
と
な
る
割
合
を

参
酌
し
て
、
当
該
交
付
金
の
額
を
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

３

国
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
事
業
の
ほ
か
、
沖
縄
振
興
計
画
に
基
づ
く
事
業
で
政

２

国
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
業
の
ほ
か
、
沖
縄
振
興
計
画
に
基
づ
く
事
業
で
政
令

令
で
定
め
る
も
の
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
者
に
対

で
定
め
る
も
の
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
者
に
対
し

し
て
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

て
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

（
略
）

３

（
略
）

５

（
略
）

４

（
略
）

６

（
略
）

５

（
略
）

７

（
略
）

６

（
略
）

８

（
略
）

７

（
略
）



（
沖
縄
振
興
特
定
事
業
計
画
の
作
成
）

第
百
五
条
の
二

沖
縄
県
知
事
は
、
沖
縄
振
興
計
画
に
基
づ
く
事
業
の
う
ち
、
前
条
の

規
定
に
よ
り
こ
れ
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
国
が
負
担
し
、
若
し
く
は
補
助
し
、
又

は
交
付
金
を
交
付
す
る
事
業
以
外
の
事
業
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「

沖
縄
振
興
特
定
事
業
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
沖
縄
振
興

特
定
事
業
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

沖
縄
振
興
特
定
事
業
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も

の
と
す
る
。

一

沖
縄
振
興
特
定
事
業
計
画
の
目
標

二

前
号
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
沖
縄
振
興
特
定
事
業
に
関
す
る
事
項

三

前
号
の
事
業
と
一
体
と
な
っ
て
そ
の
効
果
を
増
大
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
事
務

又
は
事
業
に
関
す
る
事
項

四

計
画
期
間

五

そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

３

沖
縄
県
知
事
は
、
沖
縄
振
興
特
定
事
業
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ

ら
か
じ
め
関
係
市
町
村
長
そ
の
他
の
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

沖
縄
県
知
事
は
、
沖
縄
振
興
特
定
事
業
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、

こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
三
項
の
規
定
は
、
沖
縄
振
興
特
定
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
交
付
金
の
交
付
等
）

第
百
五
条
の
三

沖
縄
県
知
事
は
、
次
項
の
交
付
金
を
充
て
て
沖
縄
振
興
特
定
事
業
計

画
に
基
づ
く
沖
縄
振
興
特
定
事
業
の
実
施
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
沖
縄
振



興
特
定
事
業
計
画
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
沖
縄
県
知
事
に
対
し
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
沖

縄
振
興
特
定
事
業
計
画
に
基
づ
く
沖
縄
振
興
特
定
事
業
の
実
施
に
要
す
る
経
費
に
充

て
る
た
め
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
交
付
金
を

交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
交
付
金
を
充
て
て
行
う
事
業
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
他
の
法
令
の

規
定
に
基
づ
く
国
の
負
担
又
は
補
助
は
、
当
該
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
行
わ
な
い
も

の
と
す
る
。

４

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
項
の
交
付
金
の
交
付
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
。

附

則

附

則

（
こ
の
法
律
の
失
効
）

（
こ
の
法
律
の
失
効
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
は
、

２

次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
は
、

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
日
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
日
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
。

る
。

一

公
庫
が
こ
の
法
律
の
失
効
前
に
貸
し
付
け
た
第
六
十

第
六
十
四
条
及
び
第
百
二

一

公
庫
が
こ
の
法
律
の
失
効
前
に
貸
し
付
け
た
第
六
十

第
六
十
四
条
及
び
第
百
二

四
条
第
一
項
の
貸
付
金

十
条

四
条
第
一
項
の
貸
付
金

十
条

（
略
）

（
略
）



四

沖
縄
振
興
計
画
に
基
づ
く
事
業
で
、
平
成
二
十
四
年

第
八
十
九
条
及
び
第
百
五

四

沖
縄
振
興
計
画
に
基
づ
く
事
業
で
、
平
成
二
十
四
年

第
八
十
九
条
及
び
第
百
五

度
以
後
に
繰
り
越
さ
れ
る
国
の
負
担
金
、
補
助
金
又

条
か
ら
第
百
八
条
ま
で

度
以
後
に
繰
り
越
さ
れ
る
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金

条
か
ら
第
百
八
条
ま
で

は
交
付
金
に
係
る
も
の

に
係
る
も
の

（
略
）

（
略
）

（
国
の
無
利
子
貸
付
け
等
）

（
国
の
無
利
子
貸
付
け
等
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

２

国
は
、
当
分
の
間
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
推

２

国
は
、
当
分
の
間
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
推

進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
三
項
第
二
号
ロ

進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
三
項
第
二
号
ロ

に
掲
げ
る
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
で
第
百
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
そ

に
掲
げ
る
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
で
第
百
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
そ

の
費
用
に
つ
い
て
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
う
ち
社
会
資
本
整
備
特
別
措
置

の
費
用
に
つ
い
て
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
う
ち
社
会
資
本
整
備
特
別
措
置

法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
に
つ
い

法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
に
つ
い

て
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
第
百
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
補
助
す
る

て
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
第
百
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
補
助
す
る

こ
と
が
で
き
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

国
は
、
当
分
の
間
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
水
道
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す

３

国
は
、
当
分
の
間
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
水
道
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す

る
水
道
事
業
の
用
に
供
す
る
水
道
施
設
の
新
設
又
は
増
設
に
関
す
る
事
業
で
第
百
五

る
水
道
事
業
の
用
に
供
す
る
水
道
施
設
の
新
設
又
は
増
設
に
関
す
る
事
業
で
第
百
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
そ
の
費
用
に
つ
い
て
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
そ
の
費
用
に
つ
い
て
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

の
う
ち
社
会
資
本
整
備
特
別
措
置
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
に
要

の
う
ち
社
会
資
本
整
備
特
別
措
置
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
に
要

す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
に
つ
い
て
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
第
百
五
条
第
三

す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
に
つ
い
て
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
第
百
五
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
国
が
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
無
利
子

項
の
規
定
に
よ
り
国
が
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
無
利
子



で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

国
は
、
当
分
の
間
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
公
立
の
高
等
学
校
に
係
る
校
舎
、

４

国
は
、
当
分
の
間
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
公
立
の
高
等
学
校
に
係
る
校
舎
、

屋
内
運
動
場
及
び
寄
宿
舎
の
整
備
に
関
す
る
事
業
で
第
百
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

屋
内
運
動
場
及
び
寄
宿
舎
の
整
備
に
関
す
る
事
業
で
第
百
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
国
が
そ
の
費
用
に
つ
い
て
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
う
ち
社
会
資
本
整
備

り
国
が
そ
の
費
用
に
つ
い
て
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
う
ち
社
会
資
本
整
備

特
別
措
置
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資

特
別
措
置
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資

金
に
つ
い
て
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
第
百
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
が

金
に
つ
い
て
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
第
百
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
が

補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が

補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が

で
き
る
。

で
き
る
。

５
〜
８

（
略
）

５
〜
８

（
略
）

９

国
は
、
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
に
対
し
貸
付
け

９

国
は
、
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
に
対
し
貸
付
け

を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
貸
付
け
の
対
象
で
あ
る
事
業
に
つ
い
て
、
第
百
五
条
第

を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
貸
付
け
の
対
象
で
あ
る
事
業
に
つ
い
て
、
第
百
五
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
貸
付
金
に
相
当
す
る
金
額
の
補
助
を
行
う
も
の
と
し
、
当

二
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
貸
付
金
に
相
当
す
る
金
額
の
補
助
を
行
う
も
の
と
し
、
当

該
補
助
に
つ
い
て
は
、
当
該
貸
付
金
の
償
還
時
に
お
い
て
、
当
該
貸
付
金
の
償
還
金

該
補
助
に
つ
い
て
は
、
当
該
貸
付
金
の
償
還
時
に
お
い
て
、
当
該
貸
付
金
の
償
還
金

に
相
当
す
る
金
額
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

に
相
当
す
る
金
額
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

・

（
略
）

・

（
略
）

10

11

10

11


